
伊賀市農業委員会

＊ 必要部数

☐ 1 許可申請書 2

☐ 2 土地登記(全部)事項証明書　→　３ヶ月以内のもの

※相続未登記の場合は、真正な所有者であることを証する書面

☐ 3 位置図　→　住宅地図も可 1

☐ 4 委任状 1

(場合により必要なもの)
☐ 5 『使用貸借』又は『賃貸借』契約書（写）　→　貸借権の設定の場合 1

☐ 6 営農計画書　→　新規営農の場合、遠隔農地の場合等 1

☐ 7 耕作証明書　→　伊賀市外で農地を耕作している場合 1

☐ 8 定款、法人登記事項証明書　→　受人が法人の場合 1

☐ 9 同意書→土地登記事項証明書に抵当権、仮登記等が設定されている場合 1

☐ 10 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

＊非農地証明 必要部数

☐ 1 非農地証明願 2

☐ 2 土地登記(全部)事項証明書　→　３ヶ月以内のもの

※相続未登記の場合は、真正な所有者であることを証する書面

☐ 3 位置図　→　住宅地図も可 1

☐ 4 公図　→　隣接地の所有者、地目を記入 1

☐ 5 証明資料　→　(家屋登記事項証明書、課税証明、航空写真、樹齢の確認

できる写真等にて20年を経過していることが客観的に証明しうるもの)

☐ 6 現地の現況写真（２方向より１枚ずつ） 1

(場合により必要なもの)
☐ 7 委任状　→　行政書士等が申請する場合 1

☐ 8 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

　　『住民票』、又は『戸籍の附票』 が必要です。

３条許可申請

1

1
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　❉申請書と土地登記事項証明書との住所が違う場合は、
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伊賀市農業委員会

＊ 必要部数

☐ 1 許可申請書 3

☐ 2 土地登記(全部)事項証明書　→　３ヶ月以内のもの （１部コピー 可）

※相続未登記の場合は、真正な所有者であることを証する書面

☐ 3 位置図　→　1/10,000～1/50,000程度 2

☐ 4 付近状況図　→　1/500～1/1,000程度(住宅地図等） 2

☐ 5 公図　→　隣接地の所有者、地目を記入 2 （１部コピー 可）

☐ 6 配置図又は利用計画図　→　取水、排水計画を記入 2

☐ 7
資金証明書
(金融機関が発行する残高証明書、融資（見込）証明書又は金融機関等が受けた
融資申込書の写し、預金通帳の写し、確約書等）

2

☐ 8 委任状 2 （１部コピー 可）

(場合により必要なもの)

☐ 9 協議書（意見書）　→　土地改良区等 2 （１部コピー 可）

☐ 10 建物図面　→　建物に転用の場合。平面図、立面図 2

☐ 11 『使用貸借』又は『賃貸借』契約書(写）　→　貸借権の設定の場合 2

☐ 12 植林計画書　→　山林に転用の場合 2 （１部コピー 可）

☐ 13   経済産業省の設備認可通知書(写）                               2

☐   電気事業者の設備と技術的に連携が可能であることがわかる書類(写)　 2

☐   太陽光ﾊﾟﾈﾙ、付帯設備等のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 2 （コピー 可）

→　太陽光発電施設を設置する場合

☐ 14 定款,法人登記事項証明書　→　受人が法人の場合 （１部コピー 可）

※定款、寄付行為に定められた事業以外の転用目的でないこと
（例：太陽光発電関係なら定款等の目的に太陽光発電事業等の記載が必要）

☐ 15 同意書→土地登記事項証明書に抵当権、仮登記等が設定されている場合 2 （１部コピー 可）

☐ 16 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

　　『住民票』、又は『戸籍の附票』 が必要です。

【お問い合わせ先】

　〒５１８－８５０１　伊賀市四十九町３１８４番地

　伊賀市農業委員会事務局

　℡（0595）22-9720　　　Fax（0595）22-9715
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　❉申請書と土地登記事項証明書との住所が違う場合は、

添付書類一覧表  
４条・５条許可申請
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